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要旨 

１、報告書の名称 

 活力ある社会を実現する新しい体力・健康科学の推進  

 

２、報告書等の内容 

（1）背景 

２１世紀初頭の現在、我が国民の健康状態、活力の低下がライフスタイルお

よび体力と関連することが明らかになってきた。なかでも運動不足は肥満や動

脈硬化、耐糖能の低下や体力低下などをきたし多くの病態の原因となっている。

運動・スポーツの有効性はすでに報告され、生活習慣病対策として国民健康作

り運動「健康日本２１」の大きな柱となっている。 

現在、各所でさまざまな取り組みがなされているが、運動の指導介入に際し

て目標とすべき体力の具体的な日本人のデータがないことが問題となり、第 18

期体力科学研究連絡委員会は、新体力テストを使うことによって価値のあるデ

ータが得られること、そして関連学協会が一致協力して日本人のための健康体

力指標の標準化をはかり、健康増進・疾病予防のための身体活動をすすめるこ

とができる根拠を作ることを提言した。 

  

（2）現状および問題点 

21 世紀の高齢社会ではさまざまな体力レベルの人が混在するようになり医療

支援を求めている。体力不足の高齢者に体力科学・スポーツ医学はどう関係す

るのかといえば、高齢者もスポーツ選手も体力レベルは異なるものの、必要と

する体力が相対的に不足したため健康状態が悪化したと考えれば、本質的には

違いはない。高齢者の生活習慣病対策には体力と生活技能を高める必要がある

という結論が生まれる。社会問題である高齢社会と医療費の増大への対処法と

しての運動習慣の確立は、有効な方法のひとつとして徐々に認知されるように

なり、専門知識の教育を受け経験を積んだスポーツ・運動指導専門職が必要に

なった。しかし、こういった趣旨を考え設立された健康運動指導士制度も、有

効に機能していないのが現状でスポーツプログラマーやヘルスケアトレーナー

なども含め運動・スポーツの指導活動を保証する制度の確立が望まれる。 

 

（3）改善策および提言の内容 

時代にあった国民に期待される体力を研究評価し、望ましい体力に高める方
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策を探り、実施し、国民のものとしなければならない。 

人々の生活が一層多様化し、それに伴って人のからだや健康問題も予想以上

の広がりを見せている中で、新しい体力・健康科学の必要性が生じている。 

活力ある社会を作るためには、従来の個別専門領域で蓄積された学問・技術・

政策等のノウハウを有機的に総合した、新しい学際広領域科学の創成推進が必

要である。その成果は、子どもから高齢者に至るまで、また障害者からスポー

ツ選手にいたるまで、あらゆる国民により健康でより文化的な活力にあふれた

最高の生活を保証するものである。科学的根拠に基づく体力増進と体力維持の

必要性およびその方策を今後も尚一層推進する必要があると考える。 

そのための具体的なアクションプランとして、次の項目を提案する。 

１．医学・体育学の連携による「総合体力・健康科学」を専門に研究する大

学院・学部・学科・専攻を設置する。 

２．小学校から大学まで、すべての教育機関における保健体育教育を国民健

康づくりのための体力・健康科学教育へ拡充改組する。 

３．専門的学識を備えたスポーツ・運動指導専門職を一元化、法制化し経済

的基盤を確立する。 

４．新体力テストに基づく日本人体力標準値を整備確立する。 

 

提言：真に活力のある社会は体力と気力と知力を兼ね備えた人たちによって作

られるものである。身体運動・スポーツは心身の疾患予防と同時に、体力・気

力を充実させる有効な手段のひとつである。その運動・スポーツを用いて、活

力ある社会を実現するためには、体力科学、スポーツ医・科学のノウハウを活

用しつつ、従来の枠組みを超えた生命科学の一部として位置づけ、脳科学、遺

伝学、行動社会学、人文学、芸術分野等とも連携した新しい体力・健康科学を

創成推進することが急務である。人の健康と福祉に貢献する新しい体力・健康

科学の推進を、国、大学、産業、教育、学会、国民一般等、あらゆる分野に対

して提言する。 
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（1）背景 

高齢社会に突入した２１世紀初頭の現在、我が国民の健康状態、活力の低下

が危惧されている。有史以来、健康は病気との関連で考えられてきたが、現代

社会ではライフスタイルおよび体力と関連することが明らかになってきた。す

なわち、先人の努力の結果、豊かな国となった我が国の現状を考えると、栄養

欠乏、感染症など貧困による疾患は減少した。また、モータリゼーション、テ

クノロジーの進歩は、産業労働、家事労働、通勤通学などにおける身体活動の

負担を著しく軽減することになった。同時にテレビ、パソコン、コンビニなど

が出現し生活動態も大きく変化した。快適を求めてきた現代の生活環境は反面、

運動不足病、マルチプルリスクファクター症候群、X症候群、死の四重奏、内臓

脂肪症候群、メタボリックシンドローム/生活習慣病とよばれる一連の慢性疾患

に多くの国民が悩まされる事態を引き起こす結果となった。我が国の糖尿病患

者数の増加と自動車保有台数の増加を経年的に追うと同じ曲線を描いていると

いわれるようにライフスタイルの変化が疾病構造を変化させていることは明ら

かである。生活習慣のなかでも相対的な運動不足は肥満や動脈硬化、耐糖能の

低下などのほか、廃用症候群を引き起こし、結果として筋力低下や有酸素能力

の低下などをきたし、腰痛や頸肩腕部痛、その他多くの関節痛の原因となって

いる。そこで、これらの対策としてさまざまな試みがなされてきた。 

運動・スポーツの有効性はすでに報告され、生活習慣病対策として国民健康

作り運動「健康日本２１」の大きな柱となっている。平成 16 年に開催された本

研究連絡委員会主催シンポジウム「スポーツと医療経済-運動習慣は医療費を節

約できるか」では、運動習慣が医療費削減に寄与できることが示された。たと

えば、運動に関連のある疾患である糖尿病、高血圧性疾患、虚血性心疾患の三

疾患は、わが国の医療費全体の 16％を占めており、過去の例を見ても年々増加

してきているのが実態であり、さらにその割合は加齢とともに増加する傾向に

ある。東北大学の辻教授は宮城県の大崎スタディの例をひいて、１人当たり１

ヵ月当たりの平均医療費に対する喫煙、肥満、運動不足（歩行時間）の 3 要因

の影響についてみたところ、運動不足は、すべての要因がない人に比べて平均

医療費を７％増加、肥満を８％、喫煙を９％増加させるが、二つの要因が重な

ると増加の度合いは 17％とか、32％に達する。そして、運動せず、太っていて、

たばこを吸うという人の医療費は、すべての要因がない人に比べて 43％もの超

過となることを示した。そして福島県西会津町での取り組みにおいて、行政に

よる栄養・運動指導の介入で医療費の削減が見られたことを紹介した。 
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現在、各所でさまざまな取り組みがなされているが、運動の指導介入に際し

て目標とすべき体力の具体的な日本人のデータがないことが問題となっている。

このような状況を背景として、第 18 期本研究連絡委員会（下光委員長）は「日

本人のための健康体力指標の標準化、及び健康増進・疾病予防のための身体活

動に関する推奨・指針作成への提言」を行った。その内容は、健康の増進に適

切な身体活動の必要性をあげるとともに我が国のデータが乏しいことを指摘し

ている。欧米の研究成績を我が国にそのまま適用するのではなく、彼我の差異

を考慮すべきである。すなわち、体格、肥満度、疾病構造、文化、宗教観、生

活習慣など、異なる要因の影響を考えると、我が国で我が国民の調査を行うこ

とが望ましい。ところが、我が国においては、大規模で計画的に行われた研究

はないに等しい。わずかに、毎年行われる国民栄養調査の中に、性・年齢別運

動習慣者の割合と一日に歩く歩数に関する調査データが見られるのみである。

平成９年の調査では、一日に歩く平均歩数は男性 8200 歩、女性 7280 歩であっ

た。これを用い、国民健康作り運動「健康日本２１」においては、一日の平均

歩数を 1000 歩増加させるという目標値が設定された。 

我が国では、学校での身体測定、体力測定が定期的におこなわれている。これ

らは他国に例のない貴重なデータであるといわれている。このなかで、文部省

（現文部科学省）体力テストが昭和３９年から行われてきたが、学生のみなら

ず社会人、高齢者に至るまで同じテストを行おうと、新体力テストが平成 10年

から開始されている。第 18期本研究連絡委員会は、これを使うことによって価

値のあるデータが得られること、そして関連学協会が一致協力して日本人のた

めの健康体力指標の標準化をはかり、健康増進・疾病予防のための身体活動を

すすめることができる根拠を作ることを提言した。なお、我が国の体力測定に

関連してどのような運動（スポーツ、趣味・娯 楽）を過去一年間何日ほど行っ

ているかに関しては、定期的な大規模標本調査「社会生活基本調査」が総務省

統計局（http://www.stat.go.jp）によって５年周期で（昭和５１，５６，６１、平

成３、８、１３、１８《予定》）なされている。平成１３年からは、それまでの

１５歳以上から１０歳以上の全国の人を対象とした調査に拡大されている。こ

れは、日常の生活行動と合わせて週日・休日の双方に関しての２４時間の時間

配分中のスポーツ活動に使用した時間も１５分単位で調査しており、家族・世

帯の構造データ（世帯員の男女、年齢、職業、教育水準、世帯所得、住居等）

と組み合わせて使用できる点で、世界的にも類を見ない調査である。今後の各

種健康指標等の作成にあたっての現状把握データとしても活用されうるものと
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期待されている。ただこれらの生活行動の類型種類が、平成１３年から大幅に

種目が減少されているので、平成１８年の調査にあたっては旧の調査に復する

ことが期待されている。少なくとも１０年周期で、平成８年程度の多数の行動

種類が調査されるならば、平成１３年における調査項目の減少を補って、時系

列比較が可能である。この際、身体運動・スポーツの現状把握の数少ないデー

タとして活用できるようにすることが望まれる。 

 

  

（2）現状および問題点 

社会問題である高齢社会と医療費の増大への対処法としての運動習慣の確立

は、有効な方法のひとつとして徐々に認知されるようになってきた。しかし、

運動をするとしても、具体的にどの体力レベルを目標とするのか、各個人に見

合った運動を誰が選び指導するのか、疾患を持っている人に対する運動指導を

安全にできるのかなどの問題が浮かび上がり、専門知識の教育を受け経験を積

んだスポーツ・運動指導専門職が必要になった。 

すでに、関係省庁や機関ではスポーツ医やスポーツ・運動指導専門職の育成、

認定を行ってきた。スポーツ医制度に関しては、日本体育協会公認スポーツド

クター（平成 16 年 1 月現在 4,196 人）、日本整形外科学会認定スポーツ医（同

4,337 人）、日本医師会認定健康スポーツ医（同 16,863 人）の３制度がある。ス

ポーツ・運動指導専門職としては厚生労働省、健康・体力つくり事業財団によ

る健康運動指導士（約 1万人）、文部科学省、日本体育協会によるスポーツプロ

グラマー、フィットネストレーナー、アスレティックトレーナー、指導員、コ

ーチなどおよそ 9 万人、厚生労働省のヘルスケアトレーナー約 4 千人などの制

度があり指導者を養成してきた。これらの指導者とドクターとの密接な連携が

平成 15 年施行の健康増進法でも望まれている。 

こうした背景の中、病院では運動処方が保険医療のなかで可能になり、健康

施設の併設も可能になった。しかし現実には医師や理学療法士がさまざまな疾

患を抱える高齢者たちに具体的に運動を指導できるのかといえば十分とはいえ

ず、この診療報酬制度を活用しているところは少ない（平成 13 年度 10.4％）。

こういった趣旨を考え設立された健康運動指導士制度（添付資料参照）も、有

効に機能していないのが現状である。その理由は、医師や理学療法士等と連携

した健康運動指導士の指導システムの構築、住民に直接働きかけることのでき

る地方自治体や健康担当部署である保健所等における健康運動指導士の配置、
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さらに、民間のフィットネス産業における健康運動指導士の雇用促進等が不十

分であったからである。スポーツプログラマーやヘルスケアトレーナーなども

含め運動・スポーツの指導活動を保証する制度の確立が望まれる。これは将来

に予測される健康保険の破綻の危惧、介護保険の運営などとも関係する大きな

問題である。そしてその活動を支えるために、健康・疾病にたいする運動・ス

ポーツの効果についての根拠となる体力、健康の科学的調査研究の積み重ねが

必要なのは明らかである。 

従来の医学、医療の主たる目的は急性に発症する疾病、障害に苦しむ人たち

を救済し通常の生活レベルに戻すことであった。現代医学の進歩は著しく、か

つては手をこまねいてみていた患者も救われる病態も多くなった。しかし、現

代の疾病で我が国において最も問題とされているものは生活習慣病と総称され

る疾病群である。これらの疾病は自覚症状に乏しく、初期はもちろん中期でも

通常の生活は可能であるが将来の疾病の進行および合併症が必至であるという

ものである。病気の予防という観点からみれば早期発見ができても、病気の原

因である生活習慣を是正しないと治療に結びつかない疾患であり、病気自体が

増加すれば医療費は増えるばかりであり、早期発見は病気自体の根絶には直接

には結びつかないのである。すなわち、生活習慣の改善が一次予防とされ、早

期発見は二次予防といわれるようになった。そして生活習慣病に対する根本的

な対策を考えるとき、本研究連絡委員会に属する研究分野の手法、経験が応用

できる。例えば、生活維持やスポーツに必要な体力や技能を回復・向上させる

ためには、体力医学や体育学・スポーツ科学の知識が必要であり、スポーツ医

学が必要になった。 

従来の医学における治療のゴールである日常生活復帰では、スポーツを楽し

む、スポーツをもって職業とするには不十分であったため、新たにスポーツ医

学が登場し、スポーツの普及、健康意識の高まりとともに急速に進化してきた。

すなわち、スポーツ医学は、トップレベルの選手の対策からはじまり、草の根

レベルの対策、さらに疾病の早期発見を目的としたメディカルチェックへと進

み、現在ではチームドクター、トレーナー制度などが作られメディカルスタッ

フのチームワークによる健康管理にも進みつつある。分野も内科（循環器、呼

吸器、内分泌、代謝、消化器など）、小児科、老年科、整形外科、眼科、耳鼻科、

産婦人科、心理、栄養など多岐に渡りさまざまな問題に対処しようとしている。 

このように考えると、体力科学・スポーツ医学はすべての人に通じる QOL の

科学といえる。生活習慣病を予防、根絶するためには、生活習慣を改めること
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が根本的に求められることであり、国民に対する理解を深めることが肝要であ

る。 

これまで、体力科学・スポーツ医学のサポートのもとに、限界までトレーニ

ングを積んで競技力の向上を図るための研究が行われてきた。こうした特殊な

状況での身体能力の開発研究は、いろいろなノウハウを生み、一般人の健康維

持にも応用されるようになってきた。一般人の生活に必要な運動の質と量に関

する知見も集積されてきた。また、そのノウハウは、疾病や傷害の治療やリハ

ビリテーションにも「運動療法」として使われるようになっている。しかし、

まだ医学的に十分とはいえない現状である。 

21 世紀の高齢社会ではさまざまな体力レベルの人が混在するようになった。

そのなかで、これまでの生活習慣により体力レベルの低下した高齢者が増えて

いる。これらの体力レベルの低下した人は、骨関節の痛みや循環器疾患の為に

普通のレベルの生活すら困難であるという状態で医療支援を求めている。こう

した体力不足の高齢者に体力科学・スポーツ医学はどう関係するのかといえば、

高齢者もスポーツ選手も体力レベルは異なるものの、必要とする体力が相対的

に不足したため健康状態が悪化したと考えれば、本質的には違いはない。この

ように考えれば、高齢者の生活習慣病対策には体力と生活技能を高める必要が

あるという結論が生まれる。 

本第 19 期体力科学研究連絡委員会では、平成１７年 6 月、「21 世紀における

生活習慣病対策-スポーツ医・科学の果たす役割とその限界」という公開シンポ

ジウムを開催し、スポーツ医・科学が 21 世紀におけるメタボリックシンドロー

ム/生活習慣病の予防・治療に有用であり、医療費削減の可能性のあることを示

唆した。そして適度な食事制限と身体運動の継続的な実施という「生活習慣の

是正」が、肥満症、糖尿病、高血圧、高脂血症などメタボリックシンドローム/

生活習慣病の上流に位置する内臓脂肪の減少、個体のインスリン抵抗性改善を

介し予防・治療に有用であること、また、適切な身体運動の実施は肩こり、腰

痛など高齢者の QOL（Quality of life）を低下させる多くの要因を改善させる

ことを、スポーツ医・科学的根拠(evidence)に基づいて報告した。 

 

（3）改善策および提言-２1世紀における体力とは- 

21 世紀に必要な体力を考えよう。体力とは、生きる力である。知の力は体の

力がなければ発揮できない。時代にあった国民に期待される体力を研究評価し、

望ましい体力に高める方策を探り、実施し、国民のものとしなければならない。 
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過去に目を向けると、19 世紀、我が国は未曾有の改革を行った。明治維新と

よばれる大制度改革である。そのなかで、体力の向上も取り上げられた。当時

の体格の劣る日本人を欧米列強に伍す兵士や労働者に仕立てるべく、国家挙げ

ての取り組みが行われた。体力向上は富国強兵のスローガンの元、義務教育へ

の体育の導入へと発展した。現在、健康日本２１の標語にもなっている「栄養・

運動・休養」は健康の三要素といわれているが、これらすべてに渡り２１世紀

の生活に必要な健康を見直し、現代人における身体と生活習慣を研究評価する

必要がある。 

どんな世の中になろうとも、ヒトの活動の基は動くことである。必要なとき

に必要な動きをすることが保証されている状態を、我々が求める健康な状態と

する。ヒトの生理機能を動物機能と植物機能とに分けると生命維持に必須な呼

吸循環系、消化吸収系、内分泌系など内臓および自律神経系の機能が植物機能

といえる。植物機能の疾患は生存に直結するものであり、この病態を明らかに

し、診断法、治療法、予防法を確立することをめざす臨床医学の発展を期待す

ることにやぶさかではない。一方、筋・骨格系および感覚系、大脳半球を中心

とする体性神経系などは生命体の移動、危険回避、闘争、食物採取・摂取、生

殖に必要な動くための動物機能である。動物機能は体力の中の行動体力を構成

するものであり、これなくして行動は実現できず、ひいては動物としてのヒト

の個体の保存も種の保存もあり得ない。 

運動機能の評価はアスリートから障害を持つ人、疾病を持つ人まで行われる

べきであるが、体力を現代社会でどうとらえるかということを考え、最低限度

の体力を定め、この維持を図ることによって疾患を予防する。さらに予防を越

えて体力の向上を図ることは QOL の向上につながる。そのためには、具体的な

目標を求めることが必要であり、その背景となる体力についての国民的合意が

必要である。 

病気にならずに健康的な生活を送るために十分な体力をつけることは国民す

べての願いである。にもかかわらず、成長期の子供の身体に異変が起こってい

ることが、いろいろな角度から報告され警鐘が発せられている。少子化、遊び

場と遊び時間の減少、機械化文明などの社会的変化が子供達を体力面で二極化

していることが、教育現場では問題になっている。すなわち、運動好きで、プ

ロスポーツ、五輪スポーツという頂点をめざすスポーツ愛好者群と、運動嫌い

で運動不足の体力不足群である。前者では精神的なオーバートレーニング症候

群や運動器のオーバーユース症候群の発生が問題になっている。後者の体力不
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足は全国民に関することでありこれまで論じてきたことである。現在対策を急

がれている高齢者のケア問題はやがて落ち着くであろうが、次の世代の少子化、

身体劣化はさらにその次の世代に引き継がれる重大問題であり、国家の未来を

考えると、成長期児童の体力対策は焦眉の急である。学校教育のなかで「ゆと

り教育」のあおりを受けて時間数が削減されようとしている「体育科教育」の

捉え方も、将来の国民の体力を考えるとき、危惧の念を禁じ得ない。体力につ

いて幅広い関心を集める必要がある。 

＜新しい体力・健康科学の必要性＞ 

上述のように、これまでの体力・健康科学は、子どもから高齢者をより健康

にするために必要な身体運動の在り方に関する科学的エビデンスを蓄積してき

た。しかし、人々の生活が一層多様化し、それに伴って人のからだや健康問題

も予想以上の広がりを見せている。さらに、運動を実践する主体である人間と

それを取り巻く社会環境を網羅的に捉えない限り、「運動の効果」は絵に描いた

餅に終わる可能性がある。ここに、従来の体力・健康科学を脱皮する必要性が

生じる。 

活力ある社会を作るためには、従来の個別専門領域で蓄積された学問・技術・

政策等のノウハウを有機的に総合した、新しい学際広領域科学の創成推進が必

要である。その成果は、子どもから高齢者に至るまで、また障害者からスポー

ツ選手にいたるまで、あらゆる国民により健康でより文化的な活力にあふれた

最高の生活を保証するものである。科学的根拠に基づく体力増進と体力維持の

必要性およびその方策を今後も尚一層推進する必要があると考える。 

そのための具体的なアクションプランとして、次の項目を提案する。 

１．医学・体育学の連携による「総合体力・健康科学」を専門に研究する大

学院・学部・学科・専攻を設置する。 

２．小学校から大学まで、すべての教育機関における保健体育教育を国民健

康づくりのための体力・健康科学教育へ拡充改組する。 

３．専門的学識を備えたスポーツ・運動指導専門職を一元化、法制化し経済

的基盤を確立する。 

４．新体力テストに基づく日本人体力標準値を整備確立する。 

 

提言：真に活力のある社会は体力と気力と知力を兼ね備えた人たちによって作

られるものである。身体運動・スポーツは心身の疾患予防と同時に、体力・気

力を充実させる有効な手段のひとつである。その運動・スポーツを用いて、活
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力ある社会を実現するためには、体力科学、スポーツ医・科学のノウハウを活

用しつつ、従来の枠組みを超えた生命科学の一部として位置づけ、脳科学、遺

伝学、行動社会学、人文学、芸術分野等とも連携した新しい体力・健康科学を

創成推進することが急務である。人の健康と福祉に貢献する新しい体力・健康

科学の推進を、国、大学、産業、教育、学会、国民一般等、あらゆる分野に対

して提言する。 
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